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１．売買契約 （ご注文書）
 ①お客様と販売会社にて契約

 ②製品料金及び支払条件等の取り決め

２．製品契約 （電子契約）
 ③オーダーフォーム

    ・製品明細、本数、使用期間、サポート期間等

  製品契約書（UCA）へのリンク

 ④UCA：ユニバーサルカスタマー契約

    ・使用権許諾、保守サービス条項、クラウドサービス条項等

シーメンス製品の契約

お
客
様

デ
ジ
タ
ル
プ
ロ
セ
ス

1.売買契約

 ①製品料金

 ②支払条件等

シ
ー
メ
ン
ス
社
（
開
発
元
）

③.オーダーフォーム

製品,本数、使用期間

サポート期間

④.UCA：製品契約

使用許諾

サポート条項

◇電子契約

シーメンス製品の契約は、売買契約（お客様と弊社及び販売会社間による
受発注書面）及び製品契約（お客様とシーメンスによる使用権許諾等）
の契約が必要です。

販
社
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シーメンス社は、グローバルに於ける「ソフトウェア契約の標準化」、「契約のオンライン化」を
目的とし、ソフトウェアの購入、サポートサービス更新時に電子契約を採用しています。

■ SIEMENS製品の製品契約

１）シーメンス製品契約
お客様の同意クリックあるいは電子署名よる製品契約
① オーダーフォーム

製品の注文明細書
② XaaS製品、NX X製品向けの契約書

UCA (Universal Customer Agreement) 
  ソフトウェア/クラウドサービス使用許諾、サポートサービス等の条項

２）代理店による UCA契約補足

  ③通知書

代理店販売時のUCA内容補足事項

④サポートサービス仕様書

代理店によるサポートサービス内容

シーメンス製品の契約
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オーダーフォーム記載のUCAのリンク
より参照され総則と各種条項で構成
されます。

製品毎補足条項UCA(総則）

条項 （保守、データ保護）

□ UCA及び補足条項

➢ UCA総則
 ・使用権許諾等の記載

➢ 補足条項
・一般保守サービス条項ソフトウェア＆マシン

 保守サービスに関する内容記載

・データ保護条項
 データ管理内容記載

・製品ライフサイクル管理補足条項
 NX / TC / SE / Tecnomatix/NX X製品向け条項

・クラウドサービスSLA
・利用規定（AUP)

本オーダフォームの適用条件は、以下のウェブページに記載されます：

4

シーメンス製品契約構成
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①注文内容

a)ユニバーサルカスタマー
契約（総則）

保守サービス条項

データ保護条項

b)製品ライフサイクル管理
補足条項

d)Data Privacy Teams

0)オーダーフォーム

・代理店による一次サポート
・サポート詳細事項
・クラウドサービスは窓口支援

②UCA（ユニバーサルカスタマー契約）

e)一般保守サービス条項
ソフトウェア＆マシンウェア

④サポートサービス
仕様書

□ オーダフォーム、UCA、サポートサービス仕様書

c)利用規定(AUP)

f)ソフトウェア固有の
保守サービス条項

※ソフトウェア製品 
 シーメンス社によるサポートSLA

g)クラウドサポート及び
サポートフレームワーク

※Teamcenter Share製品
 シーメンス社によるサポートSLA  

③代理店補足

シーメンスのクラウド
サービス利用規定

UCA掲載シーメンスWEB https://www.sw.siemens.com/en-US/sw-terms/

シーメンス製品契約構成

③通知書

・代理店販売時におけるUCA補足
・f)ソフトウェア固有の保守サービス条項は適用外
・受発注は代理店/販社が実施
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 ご注文の明細が記載されます
・お客様名、住所
・製品名、本数、サブスクリプション期間or保守期間
・補足条項
・参照されるUCAのリンク

UCA総則
UCA製品毎の補足条項

・署名欄
お客様、リセラー名（一次代理店名）

※初回の購入時と更新時（サブスクリプション及び保守）
 に締結いただきます。

※お客様のご注文内容と記載事項の
 ご確認をお願いします。

□ オーダーフォーム

製品契約書概要

6
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製品契約書概要(a)

□ ユニバーサルカスタマー契約（総則：UCA）
お客様ーシーメンス社間による製品契約書
・ソフトウェアとクラウドサービスに適用される契約書
・補足条項との差異は補足条項が優先されます。
・以下の13条項で構成

条項１． 優先順位と定義 ※利用規約へのリンク
条項２． オーダー（受発注、支払い）
条項３． 提供物の使用（使用権、ユーザ）
条項４． ソフトウェアに関する追加条項
条項５． クラウドサービスに関する追加条項
条項６． データ ※データ保護条項リンク
条項７． 保証及び保証内容の否認
条項８． 責任の制限
条項９． 知財請求に対する補償
条項10． 更新・停止・終了 
条項11． 輸出管理と制裁の遵守
条項12． 機密性

条項13． 一般条項

7
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製品契約書概要(b)

ライセンスおよび製品使用に関する補足条項
※製品毎の補足条項となります
・NX、SE、TC、Tecnoma   ：「製品ライフサイクル管理補足条項」

 ・Simcenter    ：「Simcenter補足条項」

  
 補足条項抜粋

・定義 ： 使用者、使用場所等
・ライセンスタイプ ： 永久、サブス等の定義
・Token ：  Token使用条件
・ホスティング   ： シーメンス承認にて対応
・API使用 ： カスタマイズPGの利用条件
・保守サービス ： 一般保守サービス条項へのリンク
・XaaSの条件 ： クラウドサービス使用条件

   シーメンスサポートSLAへのリンク  

□ 製品ライフサイクル管理補足条項

8
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製品契約書概要(c)

クラウドサービス（Teamcenter Share、SaaS製品）
利用における「お客様による遵守条件」となります。

  利用規定抜粋
・認証情報 ： 虚偽のID使用しない
・違法使用禁止 ： 違法なコンテンツ掲載しない
・使用制限順守 ： アウトソーシングビジネス使用の制限

 ⇒シーメンス許可が必要
・輸出規定 ： UCA記載の輸出規定遵守
・性能テスト  ： 他サービス比較、BMT使用禁止
・セキュリティ違反 ： ウィルス攻撃しない
・モニタリング   ： シーメンス及び関連会社による

       お客様の利用状況をモニタリングする場合
    があることへの同意

□ 利用規定 【AUP:Acceptable Use Policy】

9
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 保守サービス条項

・基本サービス    ： ソフトウェアのアップデート
 エラー修正、技術サポート

・技術サポート    ： 代理店購入製品は代理店が
 1次サポートを実施

・保守バージョン   ：  最新のメジャーリリースと直前のポイント
    リリースを保守

・保守期間    ：  オーダフォームに記載された期間

 

□ 一般保守サービス条項 ソフトウェア＆ハードウェア

10

製品契約書概要(e)
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 SIEMENS製品のクラウドサービスに適用される契約

・シーメンスによるサポートサービスSLA

・サービスレベル3種類 （ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ、ｼﾙﾊﾞｰ、ｺﾞｰﾙﾄﾞ）
※通常契約はスタンダードが適用
シルバー、ゴールドは別途有償契約必要

・テクニカルサポート
※英語にて提供
 シーメンス裁量により日本語も可能

・サポート時間 サービスレベルによって異なる

・顧客はサポートに関する技術責任者を選定
※クラウドサービスに関するトレーニングが必要

    ※クラウドサービス： Teamcenter Share、 SaaS製品 

□ クラウドサポート及びサービスレベルフレームワーク 【Cloud SLA】

製品契約書概要(g)

11
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①ソフトウェア
・オンプレミス製品（NX, TC, SE, Simcenter等）
 ◇UCA総則 第3.1条 及び 製品毎の補足条項 第1条、第2条

 ・NX X製品  （グローバルライセンス）
 ◇UCA総則 第3.1条 及び 製品毎の補足条項 第1条

②クラウドサービス
・クラウド上で提供されるサービス（Teamcenter Share）

  ◇UCA総則 第1.2条、 第3.1条 及び 製品毎の補足条項 第1条、第2条、第8.1条

◇UCA総則 第1.2条 抜粋
「クラウドサービス 」とは、シーメンスが本契約に基づき提供するオンラインサービス及び関連するクラウドベースの API

（アプリケーションプログラミングインターフェース）を意味します。これには、 software-as-a-service、 platform-as-a-service
クラウドホスティングサービス、オンライントレーニングサービスが含まれますが、これらに限定されず、単独若しくはソフトウェアと
組み合わせて提供されます。クラウドサービスには、ソフトウェア、お客様のコンテンツ、第三者のコンテンツは含まれません。

□ 使用権許諾

シーメンス製品の使用権はソフトウェアと
クラウドサービスに対して許諾されます。

12

シーメンス製品の使用権
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UCA抜粋
 ◇UCA総則 第3.1条 提供物の使用権

 ・シーメンスは、 提供物に含まれる ソフトウェア及びドキュメンテーションの非独占的、譲渡不能な且つサブライセンス不可能な限定的な権利をお客様に付与します。
 

 ◇製品ライフサイクル管理補足条項 第1条 定義
 ・「権限を有する代理人」とは、お客様のコンサルタント、代理人又は請負業者としてお客様の社内業務を支援する目的で、お客様の敷地内でPLM ソフトウェアへの
 アクセスを必要とする個人を意味します。 

   ・「正規ユーザー」とは、お客様の従業員、又は権限を有する代理人のことを意味します。複数の対象地域に対して付与されたライセンスの場合は、お客様の子会社の
 従業員及び権限を有する代理人も含まれます。※複数の対象地域：別途グローバルライセンスの契約が必要となります。

 ◇製品ライフサイクル管理補足条項 第２条 ライセンス及び使用タイプ
   ・個々のライセンスは、オーダーに指定する期間において、対象地域（日本国内）で正規ユーザーのみが使用することができます。

 ◇製品ライフサイクル管理補足条項 第8.1条 エンタイトルメント（Teamcenter Share)
 ・クラウドサービスの使用は、輸出規定の遵守を条件にオーダーに記載された正規ユーザー数を上限として全世界で使用可能。
・お客様は社内業務を支援する目的で、ゲストにクラウドサービスのアクセス権の設定ができる。
・ゲスト（クライアント、サプライヤ、ビジネスパートナー、等）は正規ユーザーとみなされる。
・お客様は、クラウドサービスにアクセスして使用するための権利を、暦月に1回、同じエンタイトルメントのカテゴリ内の特定の正規ユーザーから別の正規ユーザーに
再割り当てすることができます。

□ ソフトウェア、クラウドサービス 使用権

シーメンス製品  使用権（ＸａａＳ製品）

△※1：シーメンス社ガイドラインの遵守にて可能
△※2：グローバルライセンス対応にて可能

クラウドサービス

Teamcenter Share

事業所内 事業所外

①従業員 〇 〇

②権限を有する代理人 〇 △※１

③関連会社従業員

（議決権過半数以上）
× △※２

④その他ゲスト × ×

XaaS製品（サブス）

使用者

（正規ユーザー）

お客様がアクセス権を付与する

ことで正規ユーザとして使用可能

使用地域 日本国内

使用場所

全世界

輸出規制の遵守

シーメンス製品使用権
ソフトウェア

NX,TC,SE,Simcenter等

提供形態
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□ ※1：ソフトウェア製品 権限を有する代理人の事業所外使用について

シーメンス製品 権限を有する代理人の使用

従来、権限を有する代理人のお客様事業所外使用（リモートアクセス）についてはシーメンス社の
ガイドラインを遵守することで可能です。

①お客様会社の従業員＝正社員（雇用契約下にある狭義の従業員）であれば、正規ライセンスをお客様会社で購入していることを前提に、「会社貸与ＰＣ，
会社管理ネットワーク、お客様社内業務目的以外の使用目的、使用態様でない」を確認の上、お客様就業規則に依拠することをもってリモートアクセス可能と
みなす。

②お客様とは別法人に所属する「権限を有する代理人」（お客様のコンサルタント、代理人又は請負業者としてお客様の社内業務を支援する目的で、お客様
の敷地内でソフトウェアにアクセスする個人／各STに定義あり）の場合は、原則、契約定義の通り、オンサイト業務前提のため、リモートアクセスは許可されない
が、上記①（青字部分）と同様の扱いとしてお客様会社内で対応しているのであれば、お客様が責任を負うことを前提に、「権限を有する代理人」に記載する
「お客様の敷地内」の要件を、「みなし敷地内」として解釈し、リモートアクセス可能とみなす。「みなし敷地内」の解釈が難しい場合で、覚書を要望されるお客様
に対しては、覚書にて対応も可能。

シーメンス社 リモートアクセスガイドライン（2025年2月）
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シーメンス製品 子会社の使用について（個別対応）

□ ※2：ソフトウェア製品 子会社（国内、海外）使用について（グローバルライセンス）

永久ライセンス、XaaS製品のソフトウェア使用権は日本国内かつ購入会社（お客様）に限定されます。

ただし、シーメンス社の事前承認およびアップリフト料金の支払いにより、国内子会社及び海外子会社
（議決権50％超）でのグローバルライセンス使用が可能となります。

１．子会社定義（国内、海外）

お客様により支配される会社のことを意味します。本定義との関係において「支配」とは、関連会社の株式のうち、
議決権のある株式の50%超を直接又は間接的に所有していることを意味します。

２．料金
子会社使用時の料金 ： アップリフト料金＝通常定価×○○○％
アップリフト料金は国内子会社、海外子会社など条件により異なります。
お客様要望をシーメンスに通知し、子会社使用承認後に個別見積りとなります。
※NX X製品の場合はアップリフト料金は不要です。

３．契約書
UCA契約書へ「権限を有する代理人リスト」の追加が必要です。

 上記リストには、対象となるライセンスのInstall番号、使用する子会社、国
 対象となるオーダ（オーダフォームNo.)などが記載されます。

※グローバルライセンス
子会社（国内、海外）が親会社購入のライセンスサーバ（日本国内に設置）にアクセスし、製品を使用する事です。
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UCA抜粋
◇UCA総則 第3.1条 提供物の使用権
 ・シーメンスは、 提供物に含まれる ソフトウェア及びドキュメンテーションの非独占的、譲渡不能な且つサブライセンス不可能な限定的な権利をお客様に付与します。

◇製品ライフサイクル管理補足条項 第1条 定義
 ・「権限を有する代理人」とは、お客様のコンサルタント、代理人又は請負業者としてお客様の社内業務を支援する目的で、お客様の敷地内でPLM ソフトウェアへの
 アクセスを必要とする個人を意味します。 

   ・「正規ユーザー」とは、お客様の従業員、又は権限を有する代理人のことを意味します。複数の対象地域に対して付与されたライセンスの場合は、お客様の子会社の
 従業員及び権限を有する代理人も含まれます。※複数の対象地域：別途グローバルライセンスの契約が必要となります。

 

□ NX X製品使用権

※3： NX X製品はグローバルライセンスとなります。
  子会社（国内及び海外の関連会社：議決権50％超の会社）が使用する場合

別途、権限を有する代理人リストの提出が必要です。
海外子会社使用の場合はさらに輸出規制の遵守が必要です。
また、XaaS製品と異なりアップリフト料金は不要となります。

SaaS

NXX

クラウドサービス

Teamcenter Share

①従業員 〇

②権限を有する代理人 〇

③関連会社従業員

（議決権過半数以上）

※3：お客様がアクセス権を付与する

ことで使用可能

④その他ゲスト ×

使用場所

使用者

（正規ユーザー）

お客様がアクセス権を付与する

ことで使用可能

　①日本国内

　②関連会社または全世界使用時※3

　・権限を有する代理人リスト提出

　・輸出規制の遵守

提供形態

使用地域

全世界

輸出規制の遵守

SaaS製品（サブス）

シーメンス製品使用権

シーメンス製品  使用権（NX X製品）
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シーメンス製品  輸出規制について

□ 輸出規制（日本国以外での使用時の遵守事項）

UCA抜粋
◇ UCA総則 第11.2条 物品及びサービスの確認

(i) お客様による当該物品及びサービスの使用、移転、配布、契約の仲介、当該物品及びサービスに関するその他の経済資源の提供が輸出規制に抵触していない。 
(ii) 物品及びサービスは、禁止された非民生目的 (軍備、核技術、兵器等) のために提供されたものではないこと。
(iii) 物品及びサービスの受領、使用、移転、配布に関与する全ての直接的及び間接的な関係者が、該当する全ての輸出制裁当事者リストに記載されている団体、個人、及び組織ではないこと。

◇ UCA総則 第11.3条 ソフトウェア及びクラウドサービスの不適切な使用
 お客様は、輸出規制又は各行政機関のライセンス又は許可されている場合を除き、次のことを行うことはできません。
(i) 包括的制裁措置によって禁止されている地域又は輸出規制のライセンス要件の対象となる地域で、ソフトウェア又はクラウドサービスのダウンロード、インストール、アクセス、使用を行う。
(ii)輸出制裁当事者リストに記載されている (又は記載当事者が所有或いは管理する) 法人、個人、組織に対して、ソフトウェア又はクラウドサービスへのアクセスの許可、移転、(再) 輸出

みなし (再) 輸出を行う。
(iii) 輸出規制で禁止されている目的でソフトウェア又はクラウドサービスを使用する (軍事、核技術、兵器に関する使用等)。

◇ UCA総則 第11.4条 半導体開発
お客様は、シーメンスの書面による許諾を事前に得ることなく、米国輸出管理規則 (15 CFR 744.23) で規定されている基準を満たす中国の半導体製造施設での集積回路の開発
又は製造を目的として提供物を使用することはできません。

◇ UCA総則 第11.5条 ロシア又はベラルーシへの（再）輸出の禁止
お客様は、直接的又は間接的に、ロシア連邦又はベラルーシに対して、又はロシア連邦又はベラルーシにおける使用の為に本契約に基づきシーメンスから供給された提供物を輸出又は
再輸出しないものとします。

◇ UCA総則 第11.6条 情報
お客様は、シーメンスから要求があった場合に、ユーザー、使用目的、使用場所、又はサービスの最終目的地 (マシンウェア、文書、技術の場合) に関する全ての情報を速やかにシーメンス
に提供するものとします。

◇ UCA総則 第11.7条 補償
お客様は、パートナー及びそのユーザー、第三者のビジネスパートナーによる輸出規制の違反又は違反の疑いを含む、お客様の本条に関する不遵守に何らかの形で関連するあらゆる請求、
損害、罰金、費用 (弁護士費用及び経費を含む) について、シーメンス、その関連会社、下請業者、その代表者を補償し、損害を与えないものとします。お客様は、シーメンスに対して

 その結果生じた全ての損失及び費用を補償するものとします。
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（補足）ローナーライセンスとCOD

□ バージョンアップ及びマシン老朽化に伴う 新マシン検証対応

新マシン（ライセンスサーバ）での検証用ライセンスについてはローナーライセンスを取得願います。
現行ライセンス（旧マシン）と新ライセンス（新マシン）での同期間の使用は使用許諾違反となり
シーメンス社より厳しいペナルティを課せられる恐れがあります。

①検証はローナーライセンスにて実施願います。
②検証後、現行ライセンスはCOD（ライセンス削除証明）に署名・破棄頂きます。
③新ライセンスが発行されます。ローナーライセンスから新ライセンスへ入替実施願います。

1月 2月 3月 4月 ５月 ６月

サーバA
現行ライセンス

新サーバB
ローナーライセンス

新サーバB
新ライセンス

運用

①検証/一時運用

正式運用

②COD

③新ﾗｲｾﾝｽ発行
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（補足）使用権と製品契約書

クラウドサービス

Teamcenter Share

SaaS

NXX

SaaS製品（サブス）

事業所内 事業所外

①従業員 〇 〇 〇

②権限を有する代理人 〇 △※１ 〇

③関連会社従業員

（議決権過半数以上）
× △※２

※3：お客様がアクセス権を付与する

ことで使用可能

④その他ゲスト × × ×

クラウドサービス

Teamcenter Share

SaaS

NXX

オーダフォーム

UCA総則

UCA総則　3条

製品ライフサイクル管理補足条項

一般保守サービス条項

ソフトウェア固有保守サービス条項

利用規定（AUP）

Data Privacy Tearms　

・標準

・輸出規制の遵守

・権限を有する代理人リスト提出

・輸出規定の遵守

・シーメンス承認、UPリフト料金

・権限を有する代理人リスト提出

・輸出規制の遵守

ソフトウェア

NX,TC,SE,Simcenter等

利用規定（AUP）

Data Privacy Tearms　

　　③グローバル使用（関連会社使用含む）

　　　2）サポート

　　　4）クラウド利用規定

　　　5）データ保護条項

　　　3）サポートSLA

　　使用権許諾

　　②UCA

　　　1）使用者定義

シーメンス製品契約書

オーダフォーム

製品ライフサイクル管理補足条項

Simcenter補足条項

一般保守サービス条項

ソフトウェア固有保守サービス条項

XaaSもしくはNXXへの付属製品

のためそれぞれの契約に準ずる

UCA総則

UCA総則　3条

　①日本国内

　②関連会社または全世界使用時※3

　・権限を有する代理人リスト提出

　・輸出規制の遵守

使用者

（正規ユーザー）

お客様がアクセス権を付与する

ことで使用可能

使用地域 日本国内

使用場所

全世界

輸出規制の遵守

　　①注文明細

提供形態 XaaS製品（サブス）

シーメンス製品使用権
ソフトウェア

NX,TC,SE,Simcenter等
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（補足）証憑

□ 製品契約証憑（XaaS製品、NX X製品）

20

NXX製品

サブスクリプション

永久ライセンス

保守更新

NX,SE,TC

Tecnomatix
Simenter NXX All

注文

明細
オーダーフォーム ○ ○ ○ ○ ○

a)エンドユーザライセンス契約（総則） ○ ○ ○ ○ ○

b①)製品ライフサイクル管理補足条項 ○ ○ △:製品毎 △:製品毎

b②)Simcenter補足条項 ー ○ ー △:製品毎 △:製品毎

c)利用規定(AUP) ○ ○ ○ ○ ○

d)DATA PRIVACY TEAMS

（データ保護条項）
○ ○ ○ ○ ○

e)一般保守サービス条項ソフトウェア＆ハードウェア ○ ○ ○ ○ 　

f)ソフトウェア固有の保守サービス条項 ○ ○ ○ ○ ○

g)クラウドサポート及びフレームワーク ○ ○ ○ ー ○

トライアル及びローン補足条項 ー ー ー ー ○

メール

送付

補足

事項
サポートサービス仕様書 ○ ○ ○ 〇 ー

手続き 証憑

XaaS製品

サブスクリプション
トライアル

電子契約

UCA
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□ 契約関連証憑
下記については製品契約（UCA）以外の証憑・手続きが必要となります。

（補足）証憑

実施事項 証憑・手続き 備考

　権限を有する代理人の社外利用 （覚書：お客様の要請） ガイドラインの遵守

　グローバルライセンス

　　子会社使用（国内、海外）
権限を有する代理人リスト

別途追加料金要

輸出規定の遵守

　ホスティング利用

　　AWS,Asure以外
ホスティング利用申請

　海外への一次的な持出し利用 該非判定申請 1ヶ月目途

　ライセンス破棄/移設に伴う削除 COD（ライセンス削除証明）

　Vup、マシン入替時のテスト用ライセンス 　ローナーライセンス申請

　グローバルライセンス

　　子会社使用（国内、海外）
権限を有する代理人リスト 輸出規定の遵守

　XaaS、永久ライセンス

　NXX
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https://www.sw.siemens.com/en-US/sw-terms/

（補足） シーメンス社契約WEB

総則

・PLM製品
・SIMCENTER製品  
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本資料に記載している各種UCA条項については抜粋となります。
また予告なしに変更される場合があります。
最新の条項についてはシーメンス社WEB掲載のUCAをご確認願います。
https://www.sw.siemens.com/en-US/sw-terms/

弊社はシーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアのソリューション・パートナーです。
本資料には、シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアより提供されたデータ等も含まれています。
Siemens、Siemens のロゴは、Siemens AG の登録商標です。
NX、Solid Edge、Teamcenter、Parasolid、JTおよび Tecnomatix は、Siemens Product Lifecycle
Management Software Inc. またはその子会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
SimcenterはSiemens Industry Software NVまたはその子会社の商標です。
その他の商標、登録商標またはサービスマークはそれぞれ各所有者に帰属します。
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ITで極めるモノづくり

お客様と共に挑戦するベストITパートナー
それがDIPROです
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